
   

二 

牧
士
の
待
遇
と
役
割 

  

初
期
の
牧
士 

 

江
戸
時
代
初
期
に
任
用
さ
れ
、
牧
士
の
始
祖
と
伝
え
ら
れ
る
青
柳
四
郎
右
衛
門
、
明
谷
四
郎
左
衛
門
、
宮
沢
兵
部
の 

三
名
は
千
葉
国
胤
時
代
か
ら
馬
牧
に
関
係
し
た
家
柄
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
青
柳
氏
に
代
わ
っ
た
島
田
長
右
衛
門
、

宮
沢
氏
に
代
わ
っ
た
藤
崎
大
学
、
明
谷
氏
に
代
わ
っ
た
綿
貫
右
馬
介
、
佐
瀬
刑
部
な
ど
も
千
葉
氏
時
代
に
馬
牧
に
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た

も
の
と
推
察
で
き
る
。 

 

「
佐
倉
牧
場
起
元
書
抜
」
に
よ
る
と
、
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
家
康
の
代
に
任
用
さ
れ
た
牧
士
は 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

御
扶
持
方
二
人
扶
持 

野
馬
一
匹 

 

島
田 

長
右
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

御
扶
持
方
二
人
扶
持 

 
 

 
 

 
 

藤 

崎 

大 

学 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

御
扶
持
方
一
人
扶
持 

野
馬
一
匹 

 

佐 

瀬 

刑 

部 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

右 

同 

断 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

綿 

貫 

右 

馬 

介 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

右
四
人
は
譜
代
の
も
の
と
し
て
の
取
り
扱
い
を
う
け
、
幕
府
か
ら
俸
禄
を
与
え
ら
れ 

て
い
た
。 

 

こ
の
後
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
に
は
丸
弥
兵
衛
、
三
橋
茂
兵
衛
の
二
人
が
任 

用
さ
れ
て
六
人
と
な
り
、
寛
永
十
二
年
に
は
、
さ
ら
に
並
木
五
郎
右
衛
門
、
四
宮
小 

右
衛
門
、
渡
利
次
右
衛
門
、
藤
崎
惣
十
郎
の
四
人
が
任
用
さ
れ
て
一
〇
人
と
な
っ
た 

こ
と
は
前
記
し
た
が
、
丸
・
三
橋
・
並
木
三
家
の
由
緒
書
に
よ
る
と
、
三
家
の
初
代 

は
皆
、
慶
長
十
九
年
に
召
し
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
。



三
家
と
も
同
時
に
任
用
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
し
て
も
丸
家
だ
け
が
一
人
扶
持
、
給
馬
一
疋
で
、
三
橋
、
並
木
二
家
は
給
馬
二
疋
と
な

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
こ
こ
に
も
疑
問
は
残
る
。 

 

「
野
馬
方
日
記
」
に
よ
る
と
、
牧
士
は
家
康
の
代
に
正
式
に
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
て
い
た
。 

 
 

 
 

 
 

牧
士
刀
御
免
之
事 

 
 

 

佐
倉
牧
馬
ま
ふ
り
候
も
の
、
か
た
な
、
わ
き
さ
し
の
義
さ
さ
せ
可
被
成
候
、
為
其
一
筆
遺
候 

巳
上 

 
 

 
 

 

後
三
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大 

十 

衛 

○
黒
印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

長 

七 

左 
□

 

〃 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

彦 

小 

形 
□

 

〃 

 
 

 
 

 
 

鵜 

殿 

藤 

八
殿 

 
 

 
 

 
 

佐
野 

五
右
衛
門
殿 

 
 

 

右
本
書
ハ
酒
々
井
嶋
田
長
右
衛
門
方
ニ
有
之
候 

 
 

 
 

一
大
十
兵
と
御
座
候
ハ
大
久
保
十
兵
衛
様
之
事 

 
 

 
 

一
長
七
左
と
御
座
候
ハ
長
谷
川
七
左
衛
門
様
之
事 

 
 

 
 

一
彦
小
形
と
御
座
候
ハ
彦
坂
小
形
部
様
之
事 

 
 

 
 

一
鵜
殿
藤
八
殿
、
佐
野
五
右
衛
門
殿
右
御
両
人
様
佐
倉
辺
御
支
配
御
代
官
ニ
御
座
候 

 
 

 
 

 
 

千
葉
之
助
後 

 
 

 
 

 
 

権
現
公
様
江 

被
御 

召
出
只
今
相
勤
申
候 

 
 

 
 

一
後
三
月
九
日
斗
リ
御
座
候
ハ
慶
長
十
九
寅
年
閏
三
月
九
日
御
座
候
（
注
松
戸
市
史
に
は
慶
長
四
年
説
と
な
っ
て
い
る
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
町
史
料
集
（
四
）
七
六
―
①
） 

 

右
の
文
書
は
大
久
保
十
兵
衛
外
か
ら
代
官
の
鵜
殿
、
佐
野
宛
に
通
達
さ
れ
、
馬
守
（
牧
士
）
の
帯
刀
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

大
久
保
十
兵
衛
は
石
見
守
長
安
を
名
乗
り
、
佐
渡
金
山
奉
行
な
ど
も
勤
め
た
人
物
で
あ
る
が
、
天
正
十
九
年
、
徳
川
家
康
の
関
東
入
国



の
際
に
は
家
康
に
従
っ
て
入
国
し
、
酒
々
井
町
の
創
建
に
重
要
な
役
割
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
「
佐
倉
御

城
御
代
々
之
覚
」
通
称
「
天
和
の
書
上
げ
」
と
云
わ
れ
る
古
文
書
写
し
が
、
酒
々
井
町
の
青
柳
、
石
渡
、
莇
家
な
ど
に
伝
わ
っ
て
い
る
が
、

そ
の
中
に
も
、 

 
 

一
天
正
十
九
辛
卯
年
、
酒
々
井
町
建
御
入
国
初
テ
御
取
立
之
町
ニ
候
故
、
末
栄
候
様
ニ
可
仕
旨
従 

両
御
所
様
大
久
保
十
兵
衛
殿
江
被
仰
付
、
酒
々
井 

 
 

町
篠
田
大
隈
其
外
年
寄
共
江
被
下
候
御
証
文
状
有
之
、
然
間
先
ニ
千
葉
之
介
殿
御
代
、
本
佐
倉
ニ
被
立
置
候
市
日
、
八
月
十
二
日
祭
礼
之
馭
馬
町
駄 

 
 

賃
場
事
ニ
付
ズ
酒
々
井
町
ニ
被
仰
付
、
先
方
ハ
浜
宿
ニ
港
候
処
、
新
堀
ニ
モ
舟
戸
御
取
立
被
下
是
等
ハ
皆
酒
々
井
町
繁
昌
之
為
思
召
如
斯
成
候
事 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
青
柳
幸
男
家
文
書
） 

と
あ
り
、
両
御
所
様
（
家
康
・
秀
忠
）
の
命
に
よ
り
、
酒
々
井
町
の
創
建
に
当
時
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

中
期
の
牧
士 

 

さ
て
佐
倉
牧
の
当
初
は
牧
士
四
人
で
あ
っ
た
が
、
牧
の
整
備
拡
張
な
ど
に
よ
り
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
、
管
理
が 

三
牧
・
四
牧
に
分
割
さ
れ
た
当
時
の
牧
士
は
一
〇
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
四
牧
方
と
な
っ
た
牧
士
は
次
の
六
人
で
あ

っ
た
。 

 
 

 

二
人
扶
持 

金
三
両 

 

島
田
長
右
衛
門
（
酒
々
井
町
） 

 
 

 

二
人
扶
持 

 
 

 
 

 

藤
崎
半
右
衛
門
（
久
能
村
） 

 
 

 

一
人
扶
持 

金
三
両 

 

佐
瀬
長
左
衛
門
（
新
橋
村
） 

 
 

 

一
人
扶
持 

金
三
両 

 

丸 

弥
兵
衛
（
大
袋
村
） 

 
 

 

金
五
両 
 

 
 

 
 

 

今
井
清
兵
衛
（
滝
沢
村
） 

 
 

 

金
五
両 

 
 

 
 

 
 

鈴
木
源
五
左
衛
門
（
岩
富
村
） 

 

三
牧
方
は 

 
 

 

金
五
両 

 
 

 
 

 
 

四
宮
甚
五
兵
衛
（
新
橋
村
） 

 
 

 

金
五
両 

 
 

 
 

 
 

三
橋
茂
兵
衛
（
日
吉
倉
村
） 



 
 

 

金
五
両 

 
 

 
 

 
 

並
木
五
郎
右
衛
門
（
布
田
村
） 

 
 

 

金
五
両 

 
 

 
 

 
 

京
増
喜
右
衛
門
（
尾
上
村
） 

扶
持
を
与
え
ら
れ
た
の
は
島
田
、
藤
崎
、
佐
瀬
、
丸
の
四
家
で
あ
り
、
そ
の
外
は
給
馬
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
年
の
改
正
に
よ
り
給
馬
一
匹

は
金
三
両
に
、
二
匹
は
金
五
両
に
な
っ
た
。
四
牧
付
牧
士
は
、
こ
の
後
の
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
根
本
玄
蕃
が
新
規
任
用
さ
れ
て
金
五

両
を
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
四
牧
方
の
本
役
牧
士
は
七
人
と
な
り
、
寛
政
の
改
革
ま
で
こ
の
定
員
が
守
ら
れ
て
い
た
。 

 

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
一
月
、
御
小
納
戸
頭
取
、
岩
本
石
見
守
が
小
金
・
佐
倉
牧
の
総
取
締
り
に
任
じ
ら
れ
る
と
、
牧
場
改
革
に
意

欲
を
も
ち
、
六
月
に
は
佐
倉
牧
の
見
分
を
行
い
、
続
い
て
、
十
一
月
に
は
牧
士
一
同
か
ら
血
判
起
請
文
を
取
り
、
牧
士
達
の
行
状
に
対
し

て
誡
め
る
と
と
も
に
野
馬
の
増
産
を
図
っ
た
。
寛
政
五
年
の
四
牧
付
牧
士
、
見
習
は
次
の
一
三
人
で
あ
っ
た
。 

 
 

牧
士
組
頭 

島
田
長
右
衛
門 

 

牧
士 

藤
崎
半
右
衛
門 

 

同 
 

佐
瀬
長
左
衛
門 

 

同 
 

 

丸 

弥
兵
衛 

 
 

 
 

牧
士 

鈴
木
源
右
衛
門 

 
同 

 

今
井
清
左
衛
門 

 

同 
 

根
本 

玄
蕃 

 
 

見
習 

 

島
田
幸
右
衛
門 

 
 

 
 

見
習 

藤
崎 

文
五
郎 
 
同 

 

佐
瀬 

勝
五
郎 

 

同 
 

丸 

清
五
郎 

 
 

同 
 

 

鈴
木 

忠
助 

 
 

 
 

見
習 

今
井 

喜
惣
七 

二
年
後
の
寛
政
七
年
八
月
に
は
次
の
五
家
を
野
先
見
習
と
し
て
新
規
任
用
し
て
い
る
。 

 
 

大 

谷 

勇 

蔵 
 

藤
崎 

勝
三
郎 

 

丸 
恵
七 

 

篠
原 

権
之
丞 

 

檜
垣
十
右
衛
門 

牧
士
家
は
世
襲
制
で
あ
り
、
普
通
野
先
見
習
は
本
役
牧
士
の
世
襲
者
で
あ
る
忰
や
養
子
な
ど
が
、
成
年
に
な
る
と
願
い
出
て
野
先
見
習
（
無

給
）
と
な
り
、
次
い
で
牧
士
見
習
と
な
っ
て
、
親
の
病
気
・
死
亡
な
ど
に
よ
っ
て
家
督
を
継
ぐ
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
牧
場
改
革
に
よ
っ

て
、
牧
士
の
縁
者
か
ら
新
規
任
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

大
谷
勇
蔵
は
島
田
長
右
衛
門
の
聟
、
藤
崎
勝
三
郎
は
藤
崎
半
右
衛
門
の
甥
、
丸 

恵
七
は
丸 

弥
兵
衛
の
甥
、
篠
原
権
之
丞
は
佐
瀬
長

左
衛
門
の
縁
者
、
檜
垣
重
右
衛
門
は
鈴
木
源
右
衛
門
の
従
弟
（
町
史
料
集
（
二
）
―
47

）
の
関
係
で
推
せ
ん
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
野
先
見

習
は
無
給
で
あ
っ
た
が
、
出
役
日
当
は
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
五
家
は
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
に
は
牧
士
見
習
と
な
り
、
金
一
両
二 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          

  

分
の
給
金
を
与
え
ら
れ
、
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
に
は
牧 

士
並
に
昇
格
し
て
四
両
が
給
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

三
牧
方
牧
士
に
つ
い
て
は
史
料
が
少
な
く
、
不
明
の
点
が
多 

 
 

 
 

 
 

い
。
５
―
52
表
は
『
富
里
村
史
』
に
よ
る
牧
士
名
へ
居
住
地
を 

付
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
現
富
里
町
の
古
村
で 

あ
る
日
吉
倉
、
久
能
、
新
橋
の
居
住
者
は
、
天
保
四
年
の
一
二 

人
中
七
人
と
最
も
多
く
、
酒
々
井
町
の
尾
上
三
人
が
こ
れ
に
続 



い
て
い
る
。
柳
沢
牧
に
近
接
し
、
内
野
牧
に
隣
接
し
て
い
た
当
町
の
尾
上
に
京
増
健
右
衛
門
（
本
家
）
、
京
増
喜
左
衛
門
（
分
家
）
、
京
増

喜
兵
衛
（
分
家
）
の
三
家
が
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。 

後
期
の
牧
士 

 

幕
末
に
な
る
と
政
情
の
不
安
と
と
も
に
野
馬
の
必
要
度
が
高
く
な
り
、
牧
場
の
整
備
が
要
求
さ
れ
て
牧
士
の
増
員
・ 

昇
格
・
役
職
の
交
代
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

四
牧
方
で
は
、
寛
政
七
年
に
無
給
の
野
先
見
習
と
な
っ
た
大
谷
、
檜
垣
、
篠
原
、
藤
崎
、
丸
の
五
名
は
文
化
十
四
年
に
牧
士
並
と
な
っ

た
こ
と
は
前
記
し
た
が
、
牧
士
並
に
昇
格
す
る
に
は
形
式
的
な
身
元
調
査
と
推
挙
者
の
受
け
合
い
（
保
証
）
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
受

け
合
い
は
牧
士
組
頭
の
島
田
長
右
衛
門
か
ら
綿
貫
夏
右
衛
門
宛
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
五
名
と
も
地
方
の
豪
農

で
あ
っ
た
。 

 
 

 
 

一
持
高
弐
拾
石
余 

 
 

大
谷
勇
右
衛
門
（
勇
蔵
） 

 
 

右
之
者
平
常
躰
成
者
ニ
御
座
候
間
、
私
ハ
（
長
右
衛
門
）
受
合
奉
申
上
候
、
猶
亦
臨
時
御
用
向
之
儀
者
会
所
居
懸
リ
ニ
付
格
別
ニ
相
勤
候 

 
 

 
 

一
持
高
三
拾
石
余 

 
 

藤
崎
勝
右
衛
門
（
勝
三
郎
） 

 
 

右
之
者
平
常
共
実
躰
成
者
ニ
付
、
半
右
衛
門
受
合
申
候
間
此
段
奉
申
上
候 

 
 

 
 

一
持
高
三
拾
五
石
余 

 

丸 

清
兵
衛
（
恵
七
） 

 
 

 
 

 
 

同
文 

 
 

 
 

 
 

受
合
、
清
蔵
（
丸
） 

 
 

 
 

一
持
高
三
拾
石
余 

 
 

檜
垣
重
右
衛
門 

 
 

 
 

 
 

同
文 

 
 

 
 

 
 

受
合
、
源
右
衛
門
（
鈴
木
） 

 
 

 
 

一
持
高
拾
九
石
余 

 
 

篠
原
権
之
丞 

 
 

 
 

 
 

同
文 

 
 

 
 

 
 

受
合
、
長
左
衛
門
（
佐
瀬
） 

（
町
史
料
集
（
三
）
二
八
―
⑫
） 

当
時
一
般
農
家
の
持
高
は
一
〇
石
い
か
が
大
部
分
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
五
名
の
新
牧
士
は
地
方
の
有
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 



                    



 

翌
文
化
十
五
年
に
な
る
と
早
速
、
大
谷
、
丸
篠
原
の
忰
で
あ
る
大
谷
忠
司
（
三
五
歳
）
、
丸 

善
蔵
（
一
七
歳
）
、
篠
原
善
四
郎
（
一
七

歳
）
の
三
名
が
野
先
見
習
願
い
を
出
し
て
任
用
さ
れ
て
い
る
。
以
後
、
約
五
〇
年
間
は
昇
格
、
任
用
な
ど
が
多
く
行
わ
れ
て
、
明
治
元
年

に
な
る
と
５
―
53
表
の
よ
う
に
、
牧
士
組
頭
、
同
介
、
牧
士
並
、
見
習
な
ど
二
五
名
に
膨
張
し
て
い
る
。
５
―
53
表
の
中
で
丸
弥
兵
衛
家

が
消
え
て
、
藤
崎
半
之
丞
が
こ
れ
に
代
わ
っ
て
一
人
扶
持
、
金
三
両
給
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
丸
弥
兵
衛
が

病
気
を
理
由
に
退
役
、
藤
崎
半
之
丞
に
牧
士
株
を
譲
渡
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
大
袋
村
の
牧
士
は
丸
清
兵
衛
（
清 

右
衛
門
）
一
家
と
な
り
、
久
能
村
は
四
牧
方
の 

藤
崎
勝
左
衛
門
・
同
半
右
衛
門
・
同
半
之
丞
の 

三
家
に
加
え
て
、
三
牧
方
の
藤
崎
源
之
丞
、
同 

啓
次
郎
と
藤
崎
一
門
の
本
役
牧
士
は
五
家
と
な 

っ
た
。
ま
た
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
以
来
、 

馬
医
牧
士
と
な
っ
て
い
た
日
吉
倉
村
の
三
橋
源 

六
家
は
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
牧
士
並
に 

昇
格
、
馬
医
牧
士
が
い
な
く
な
っ
て
い
る
。 

 

三
牧
方
牧
士
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
例
に
よ 

っ
て
史
料
不
足
の
た
め
知
る
こ
と
は
出
来
な
い 

が
、
５
―
54
表
の
明
治
元
年
の
人
数
は
一
九
名 

で
あ
っ
た
。
し
か
し
翌
二
年
に
は
一
六
名
に
減 

少
し
、
明
治
三
年
十
一
月
に
は
並
木
五
郎
右
衛 

門
・
文
四
郎
父
子
が
、
三
牧
か
ら
四
牧
に
転
ん 

 



じ
て
い
る
。
こ
れ
は
担
当
で
あ
っ
た
柳
沢
牧
の
開
墾
が
進
ん
で
き
た
た
め
で
あ
ろ
う
。 

 
佐
倉
牧
が
、
幕
府
か
ら
明
治
新
政
府
に
移
管
さ
れ
た
の
は
明
治
元
年
十
一
月
で
、
牧
士
以
下
勢
子
廻
、
捕
手
な
ど
が
正
式
に
任
命
さ
れ

た
の
は
明
治
二
年
正
月
で
あ
っ
た
。
５
―
53
表
・
５
―
54
表
の
明
治
二
年
の
牧
士
名
、
役
名
、
給
金
は
そ
の
辞
令
に
よ
っ
て
作
っ
た
。 

                 



                    



                    



    

牧
士
の
役
割 

 

広
い
牧
場
管
理
の
直
接
の
管
理
者
は
牧
士
で
あ
っ
た
。
牧
士
は
そ
れ
ぞ
れ
受
け
持
ち
区
域
が
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
の 

受
持
ち
区
域
に
つ
い
て
、
責
任
を
持
た
さ
れ
て
い
た
。
牧
士
は
常
勤
で
は
な
く
、
担
当
区
域
を
月
数
回
見
廻
り
す
る 

こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。 

 

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
の
四
牧
方
の
受
け
持
ち
区
域
は 

 

小
間
子
牧 

 
 

鈴
木 

源
右
衛
門 

 

今
井 
清
左
衛
門 

 

鈴 

木 

忠 

助 
 

今
井 

喜
惣
治 

 

取
香
牧 

 
 

島
田 

長
右
衛
門 

 

佐
瀬 

長
左
衛
門 

 

島
田 

幸
右
衛
門 

 

佐
瀬 

勝
五
郎 

 

矢
作
牧 

 
 

藤
崎 

半
右
衛
門 
 

丸 
 

 

弥
兵
衛 

 
藤
崎 

文
五
郎 

 
 

丸 
 

清
五
郎 

 

油
田
牧 

 
 

根
本 

玄
蕃 

右
の
よ
う
に
牧
士
の
居
住
地
に
近
い
牧
が
受
け
持
ち
区
域
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
責
任
区
域
を
決
め
て
、
野
付
村
々
と
連
絡
を
と

り
つ
つ
牧
場
管
理
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
各
牧
の
共
通
事
項
や
変
事
な
ど
が
あ
っ
た
と
き
は
、
牧
士
全
員
協
議
し
て
組
頭
で
あ

る
島
田
長
右
衛
門
を
通
じ
て
、
小
金
役
所
の
綿
貫
夏
右
衛
門
、
江
戸
野
馬
役
所
の
指
示
を
う
け
て
い
る
。 

 

三
牧
方
も
当
然
牧
の
分
担
が
あ
り
、
牧
士
の
上
に
野
馬
奉
行
が
あ
り
、
さ
ら
に
江
戸
野
馬
役
所
の
指
示
を
う
け
て
い
た
と
察
せ
ら
れ
る 



が
史
料
が
少
な
く
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。 

勢
子
廻
・
網
掛
・
捕
手 

 

牧
場
経
営 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
際
し 

て
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
勢
子 

廻
・
綱
掛
、
捕
手
た
ち
で
あ
っ
た
。
勢
子 

廻
（
列
卒
廻
）
は
年
一
回
の
捕
馬
の
と
き 

に
、
野
付
村
々
よ
り
集
め
ら
れ
た
多
数
の 

追
勢
子
人
足
を
指
揮
し
て
、
広
い
牧
場
に 

散
ら
ば
っ
て
い
る
野
馬
を
捕
込
場
に
追
い 

込
む
役
で
あ
る
。
勢
子
人
足
は
長
い
竹
竿 

を
持
っ
て
、
勢
子
廻
の
指
揮
に
よ
っ
て
鬨 

の
声
を
あ
げ
て
野
馬
を
追
い
込
む
の
で
あ 

っ
た
。
捕
手
は
追
い
込
ん
だ
馬
の
中
か
ら 

払
い
下
げ
す
る
馬
を
捕
え
る
役
。
網
掛
は 

文
字
通
り
、
捕
え
た
馬
に
網
を
か
け
て
牽 

け
る
よ
う
に
す
る
役
で
、
こ
の
三
役
は
捕

馬
の
花
形
で
あ
っ
た
。 

 

捕
馬
の
な
い
平
常
も
牧
士
の
指
図
に
よ
っ
て
連
絡
を
し
た
り
、
野
馬
の
牧
替
え
に
は
牽
役
を
務
め
、
土
手
普
請
に
は
助
手
を
務
め
た
り

し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
住
居
が
牧
士
の
居
住
地
に
近
い
者
、
牧
場
管
理
に
便
利
な
地
の
者
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
。
牧
士
家
の
よ
う
に
世

襲
制
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
に
準
じ
て
子
、
親
類
な
ど
か
ら
牧
士
の
推
せ
ん
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
い
た
。 



給 
 

金 
 

給
金
は
年
齢 

 
 

 
 

 

や
経
験
に
は 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

関
係
な
く
一
律
に
年
給
一
両
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

分
で
あ
っ
た
。
但
し
捕
馬
・
土 

手
普
請
・
牽
馬
な
ど
で
出
役
し 

た
場
合
に
は
牧
士
と
同
額
の
日 

当
が
与
え
ら
れ
た
。
寛
政
六
年 

（
一
七
九
四
）
の
記
録
に
よ
る 

と 

 
 

 
 

覚 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
米
七
石
八
斗
五
升
二
合
五 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

タ 

 
 

 
 

 
 

 

右
者
去
丑
ノ
佐
倉
野
馬
捕
ニ 

 
 

 
 

 
 

 

付
、
牧
士
組
頭
壱
人
、
牧
士
六 

 
 

 
 

 
 

 

人
、
網
掛
二
人
、
馬
医
一
人
、 

 
 

 
 

 
 

 

勢
子
廻
四
人
、
捕
手
十
三
人
、 

 
 

 
 

 
 

 

都
合
三
十
二
人
、
右
御
用
中
野 

 
 

 
 

 
 

 

扶
持
方
壱
人
扶
持
、
五
割
増
積 

 
 

 
 

 
 

 

を
以
御
渡
被
成
下
慥
ニ
奉
請
取 

 
 

 
 

 
 

 

候
為
後
日
仍
如
件 

 
 

 

寛
政
六
寅
年
三
月 



 
 

 
 

 
 

下
総
牧
士 

 
 

 
 

 
 

 
 

嶋
田
長
右
衛
門 

 
 

 
浅
岡
彦
四
郎
様
御
役
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
町
資
料
集
（
二
）
五
―
⑯
） 

一
人
扶
持
は
玄
米
五
合
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
五
割
増
の
七
合
五
夕
が
一
日
の
日
当
で
あ
っ
た
。
低
成
長
の
江
戸
時
代
は
牧
士
の
給
金
の
増

額
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
彼
等
は
そ
の
地
方
の
豪
農
で
あ
り
、
月
数
回
の
ノ
苦
情
見
廻
り
を
義
務
付
け
ら
れ
た
以
外
は
家
事
に
も
付
け
た
の

で
、
生
活
は
比
較
的
に
楽
で
あ
っ
た
が
、
勢
子
廻
、
網
掛
、
捕
手
な
ど
は
幕
末
の
物
価
騰
貴
に
は
困
窮
を
訴
え
る
よ
う
に
な
り
、
慶
応
二

年
（
一
八
六
六
）
四
月
、
小
金
・
佐
倉
両
牧
の
代
表
者
数
人
の
名
で
値
上
げ
の
願
い
を
だ
し
て
、
右
の
よ
う
に
野
服
料
と
し
て
五
百
疋
ず

つ
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
勢
子
廻 

 

四
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

網 
掛 

 

二
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

捕 

手 
拾
三
人 

 
 

 

右
之
者
共
儀
、
常
々
出
精
相
勤
候
ニ
付
、
向
後
為
野
服
料
と
し
て
一
ケ
年
五
百
疋
宛
被
下
候
ニ
付
、
別
紙
相
達
候
間
、
其
段
申
渡
猶
出
精
相
勤
候
様 

 
 

 

可
被
申
渡
候 

 
 

 
 

 

寅
五
月 

 
 

 
 

 
 

 
 

藤
崎
勝
左
衛
門
江 

（
町
史
料
集
（
四
）
六
六
―
⑳
） 

 

明
治
元
年
に
は
野
服
料
一
両
一
分
と
な
り
、
給
金
と
合
わ
せ
て
二
両
三
分
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 


